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（様式１）

国立大学法人茨城大学事業報告書(平成22年度)

「Ⅰ はじめに」

本学は、多様な教育と高度な研究を展開し、国際交流、大学間連携、地域社会連携など積極的に

推進しています。また、新しい時代の大学として魅力向上に努め、社会の期待に応えるべく様々な

改革に取り組んでおります。

平成 22 年度における教育研究環境整備として、耐震対策事業、農学部国際交流会館新営事業など

を実施しました。今後も魅力あるキャンパスを目指すため、教育研究環境の整備を図るためには収

入の増加も必要な条件ですが、当年度は検定料収入などの自己収入が増加した一方、受託研究費な

どの外部資金が減少しました。今後一層の外部資金獲得が求められます。

また、平成 23 年 3 月の東日本大震災の被災に伴い、発注済契約案件に係る運営費交付金債務の繰

越など財務会計に関する各種手続きを行ったほか、各キャンパスにおいて被害がでるなど教育研究

活動にも多大な影響がありましたので、通常の業務に回帰できるよう復旧に努める次第です。

「Ⅱ 基本情報」

１．目標

国立大学法人茨城大学（以下茨城大学と称す）は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠点の

一つである首都圏北部に立地する本学の特徴を生かし、人文・社会科学、理学、工学、農学、教育

学の各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動を行う総合大学として、

幅広い教養と専門的能力を備えた社会に有為な人材を育成するとともに、地域と国際社会における、

学術・文化の発展に寄与することを目的として運営される。

この目標の実現のため、半世紀にわたって培われてきた教育や研究における経験と実績を基に、

新しい社会に適合した教育・研究体制を構築するとともに、教養教育、基礎科学分野の教育研究、

教員養成教育の拠点となる水戸地区、それぞれ先端的科学技術と生命科学分野の教育研究の拠点と

なる日立、阿見地区の３キャンパスが一体となって、本学の教育研究を推進する。

２．業務内容

１．大学の基本的な目標の達成に向けた取組状況について

茨城大学は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠点の一つである首都圏北部に立地する特徴、

さらには農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・社会科学、理学、工学、農学、教育学の

各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動、さらにそれらを基礎として

地域貢献を行う総合大学として大学の統合性を強め、同時に 3 キャンパスの立地を生かして多彩に

発展することを目標としている。
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第 2 期中期目標・中期計画期間においては、教育改革を実施し、急速に発展を続ける多様なグロ

ーバル社会で、創造性と倫理観に優れ、応用力と柔軟性と総合力を備えた人材を育成する、「21 世

紀型教育」の推進を目指している。平成 22 年度は、本格的な教養教育を行い、茨城大学における「21

世紀型教育」の基礎を築きあげるための組織を検討する「設置検討委員会」を発足させた。茨城大

学は、平成 8 年に教養部を廃止して、大学教育研究開発センターを中心に教養教育を実施してきた。

しかしながら、専任教員を置かない組織であったことから十分な成果を上げられなかった。そこで

英語と理数科目の強化を図るプロジェクトを立ち上げ、専任教員を新たに配置し、名称も大学教育

センターと改め、一定の成果を上げた。だだこれらの専任教員は分野も限られており、任期も付い

ていることから教養教育を担当する組織としてまだ十分とは言えない。学部段階から専門教育を重

視し、狭い分野に偏重した「20 世紀型教育」は、20 世紀の日本が先進国に追いつくための効果的教

育であったが、現在の日本では不十分と言わざるを得ない。したがって、茨城大学が速やかに学部

教育を「21 世紀型教育」に改善することが大変重要である。このため、設置検討委員会では、「21

世紀型教育」の推進に向けて、新学部の必要性から検討を進めている。

「21 世紀型教育」の大学院改革を実施するために、従来の狭領域の人材育成に留まらず、広い分

野の基礎を有し、応用力と柔軟性と総合力を備えた人材の育成を目指して、「大学院理工学研究科博

士後期課程改組」の取組を推進した。理工学研究科、人文科学研究科、教育学研究科が共同で実施

する教育を含む、教育課程を練り上げている。キャリア・パスに繋がる実践教育の充実拡充を図っ

ている。平成 25 年度改組・新大学院博士後期課程設置を計画している。

「21 世紀型教育」を推進するため、教育実施体制の強化、学生支援制度の充実、教育改革推進体

制の強化を実施した。「21 世紀型教育」の中核を担う大学院博士前期課程（修士課程）教育を充実

するために、各学部（研究科）に、「特任教員制度」を導入して、優れた大学院の指導教育の実績を

有する退職教員を雇用し、教育機能の強化と教育指導分野の維持拡大を図った。学部、大学院修士

課程学生の授業料免除枠の拡大、大学院に進学する学生の入学金の半額免除枠の拡大、修士・博士

課程学生の TA 枠の拡大、博士課程学生の RA 枠の拡大、博士課程学生の授業料免除枠の拡大を実

施し、昨今の社会状況の中で、経済状況の困難となった優秀な学生が、勉学に励み、大学院に進学

できる基盤を強化した。学士課程、大学院課程のきめ細かい教育改善と改革を推進するために、平

成 22 年 4 月から、全学的組織として「教育改革推進会議」を発足させた。この会議は、各学部（研

究科）で教育改革を推進する委員と、教育担当副学長、学長特別補佐等とから構成され、第 2 期中

期目標・中期計画に関連した教育部門の推進実施主体としての活動を開始した。学内センターの連

携促進と管理運営の効率化を図るために、教育系の 8 センターを統括管理運営する組織として、教

育振興局（局長：教育担当副学長（理事））を立ち上げた。就業力育成 GP「根力育成プログラム」

と教育 GP「初年次からの食のリスク管理教育プログラム」及び大学院 GP「地域教育資源開発によ

る高度教育専門職養成」の推進を図った。

茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイナビリティ学研究やフ

ロンティア応用原子科学の研究、イノベーション産業技術の推進、宇宙科学の研究、個々に育成さ

れた先進的研究など、多様な学術研究を組織的に創出・育成して、国際的な水準の成果を発信する

ことを目指している。本学の研究を組織的に創出・育成するために、研究推進体制を改革・強化し、

平成 22 年 4 月に、「研究企画推進会議」を発足させた。新たな研究プロジェクトを育成・支援する

ために、「推進研究プロジェクト」と「重点研究」を公募し、新たに 3 件の「推進研究プロジェクト」

（合計 19 件）と 6 件の「重点研究」を認定し、支援を行っている。平成 22 年 4 月に、学内の研究
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系センターの機能強化とセンター間の連携を推進するために、11 の研究系センター等を統括する「学

術振興局（局長：学術担当副学長（理事））」を発足させた。研究系センターの評価を行って組織改

革を行い、体制を整備するために、各センター等は一部を除き、平成 22 年度に外部評価を実施した。

茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その

成果を積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興などを図り、

地域社会の発展に寄与することを目指している。本学の社会連携事業を中核として推進する地域連

携推進本部は、平成 22 年度に、茨城大学地域連携第 2 期プラン「地域とともに発展する大学」を策

定し、地域の活性化に向けて活動した。地域の自然を資源として地域振興を目指す「茨城県北ジオ

パーク“常陸の大地－ 46 億年の旅”」を推進するため、茨城大学が中心となり、茨城県北 7 市町村

と供に茨城県北ジオパーク推進協議会を設置し、国内ジオパーク認定とユネスコ認定に向けた活動

を実施した。茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターは、産学官金の連携の下に、大学の

有する「塑性加工」に係る知財・技術と地域の産業ニーズとの相互交流を促進させた。産学官連携

イノベーション創成機構は、「メカトロニクス中核人材育成講座」を地域企業のニーズに応えて開催

（受講者 61 名）するなど、大学と地域企業との共同研究開発を推進させた。宇宙科学教育研究セン

ターは、宇宙への魅力を起点とする教育文化活動により地域の科学・技術教育事業を促進させた。

２．教育研究等の質の向上の状況

１．教育活性化の取組

１）カリキュラムの見直しと改組等による教育機能の強化

① 理工学研究科では、学部と修士課程の 6 年一貫教育の充実を図ると共に、学生、社会、地域

の要請に応えるために博士後期課程の改組を平成 25 年度に実施すべく精力的に検討を進めた。

② 農学部では、21 世紀における農学教育の意義を問い直し、社会変化に対応した入試制度、初

年次での学力格差への対応、専門職業人としての基礎学力と幅広い知識力の強化、21 世紀を生

きる農学専門職業人を見据えたカリキュラムの再構築からなる学部改組の検討を進めた。

③ 理学部では、平成 22 年度が一連の学部改組と大学院博士前期課程改組の最終年度となること

から、改革の成果を検証すると共に、更なる改善の検討を行った。学士課程の国際水準をめざ

すコアカリキュラムの明確化と大学入学前の履修歴を配慮した初年次基礎教育の充実計画を策

定した。

④ 人文学部では、学士課程充実のために現行カリキュラムを点検評価し、人文コミュニケーシ

ョン学科及び社会科学科のコース再編について平成 24 年度実施に向けて検討を進めた。

⑤ 教育学研究科では、大学院 GP「地域教育資源開発による高度教育専門職養成」の実施によ

る新必修科目「フィールドスタディ」「ケーススタディ」等の導入と、多様な授業形式（講義、

演習、実地研修、講演、シンポジウム）の展開により、大学院教育を活性化させた。

２）学生への学習支援の充実

① 学生が授業科目の履修を積み重ねることにより得られる学習内容と能力を理解し、自律的に

学習計画を立て、学習への主体性をもたせることにより、きめ細かい履修指導を行う学習管理

制度の充実がなされた。教育学部では、履修記録カルテ「学びのあしあと－教職課程履修の記

録」により、学生と教員への使用法を解説し、その運用を開始した。

② 工学部では、CALL システムなどの自主学習環境の整備を進め、各学科でポートフォリオに

よる学習管理を進めた。

③ 農学部では、「学生担任マニュアル」の作成、新入生アンケート、宿泊オリエンテーション、
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面談による学生の学業と生活状況の把握と助言、「クラス委員学生」との会合などにより、教学

支援を実施している。

④ 理学部では、各学期の授業開始前日に履修ガイダンスを開き、各学年各コース毎に、教務委

員と各学年担当教員による学生との面談により、学生の修得状況を把握し、きめ細かい履修指

導を実施した。大学院生 TA を活用した種々の学習相談室（数学、物理学、化学、情報プログ

ラム、基礎宇宙惑星圏物理演習）の開設、学習相談 Web ページ「Wiki」の作成などにより、学

習支援を充実させた。

⑤ 人文学部では、各学年の必修科目の出席状況の情報等を取り込んだ学習管理制度の構築に向

けた検討を開始した。

３）留学生への学習・生活支援の充実

① 阿見キャンパスに国際交流会館を建設し、留学生（単身 20 室）と外国人研究者（単身 3 室、

家族 2 室）の宿泊施設を充実させた。水戸キャンパスの国際交流会館（家族 6 戸、単身 23 室）

を改修して住環境を整え、新たに 5 棟 24 戸の宿泊施設を平成 23 年度に建設する計画を策定し

た。

② 留学生への支援強化と日本人学生との交流促進のため、チューター長を設定し、チューター

の組織化を進めることで、学内での国際交流イベントの企画体制を強化した。

４）研究科間、大学間、及び、国家間での共同教育プログラムの展開

① 教育資源を有効に活用し、学生に多角的な視野と広い分野の知見を提供することを目指して、

研究科間、大学間及び国家間での共同教育が進展した。

② 茨城大学の研究科間に跨って、大学院共通科目 20 科目と横断型教育プログラム「サステイナ

ビリティ学」が開講された。サステイナビリティ学教育プログラムは全研究科から 50 名を超え

る学生の履修があり、第 1 回修了生を誕生させた。修了生には、所属研究科及びサステイナビ

リティ・サイエンス・コンソーシアム（SSC）が発行する 2 種類の修了認定証が授与された。

大学院共通科目「国際実践教育演習」では、タイ国プーケット・ラチャパット大学と合同で演

習を実施し、研究科間、国家間の学生交流を促進した。

③ インドネシア三大学を中心とする海外の交流協定校とのダブル・ディグリー教育プログラム

（DDEP）に関する FD や国際交流シンポジウムを開催、併せて教員の相互訪問により、平成 23

年度から DDEP を開始する体制を整えた。

④ 常磐大学と共同で新しく開講した授業科目「観光学入門」に、100 名を超える受講者がある

など、大学間共同授業の成果を基に、単位互換の実施方法（対象となる授業科目の選定方法、

履修方法、成績評価法）を検討し、平成 23 年度に大学間連携組織（コンソーシアム）を整備す

ることとなった。この大学間連携教育プログラムには、茨城県立歴史館との共同授業が組み込

まれ、豊富な教育資源が確保されている。

⑤ 北関東 4 大学連携協議会（茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学）が運営する IT 教育

プログラム「先進創生情報学教育研究プログラム」は、茨城大学が主幹校となり実施している。

このプログラムを履修するコースに進学する茨城大学の学生は、年々増加している（平成 22 年

度：7 名）。

２ 研究に関する目標

２．国際的水準の研究を推進する取組等

１）重点研究と推進研究プロジェクトの推進
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① 研究企画推進会議では、6 件の「重点研究」を認定し、各方面の外部資金への申請を援助した。

新たに 3 件の「推進研究プロジェクト」（合計 19 件）を認定し、支援を行った。

② 重点研究「サステイナビリティ学関連の研究」では、JICA・世界銀行及び国際 START プログ

ラム等と「途上国に対する気候変動影響」に関する共同研究を行い、その成果を国際的に発表し

た。外部資金として環境省地球環境研究総合推進費 S-8 及び早稲田大学・ブリジストン

W-BRIDGE 研究助成金を獲得した。

③ 重点研究「バイオ燃料の開発研究」と推進研究プロジェクト「熱ショックの農業利用の研究」

では、研究の成果を基に、外部資金（環境省）を獲得し、研究を進めた。

④ 宇宙科学教育研究センターは、国立天文台と VLBI 大学連携 6 大学及び情報通信研究機構等 3

研究機関の協力を得て、旧㈱ KDDI 通信アンテナを宇宙観測の電波望遠鏡に改造して、宇宙から

のファーストライト受信に成功した。初の国際的 VLBI 観測において、開発した電波望遠鏡の性

能が優れていることが認められると共に、大質量星誕生領域の物質構造に関する観測の成功に貢

献した。また、自然科学研究機構の競争的資金を獲得した。

２）学野毎に研究成果を確認し研究推進を図る

① 理学野では、平成 22 年 4 月から平成 23 年 2 月までの査読付き学術論文の発表状況（72 件）

を調査し、従来と比較し、同等か上回ると評価した。研究の質においても、平成 22 年度科学技

術分野の文部科学大臣表彰・若手科学者賞を受賞した論文（1 件）、国際学会招待講演数（9 件）

等を調査し、国際的にも高いレベルの研究が行われていると評価した。また、学会の全国大会開

催・地域の研究機関と連携した研究会の開催・国際研究組織運営への寄与等を調査し、研究成果

の発信と共に、研究活動の活動度を評価した。

３）研究推進のための研究グループ等の構築

① 人文学部では、共同研究ユニットの組織化を進め、新たに 2 件の共同研究ユニットを選定し、

研究を支援した。茨城大学人文学部の共同研究ユニットである「愛と傷つきやすさの研究会」と

常磐大学「国際被害者学研究所」との英語発表形式の国際的共同研究会を 2 回開催し、「愛」と

「被害者学」の共通点を見出す等研究成果をあげ、継続的に研究を促進することとなった。

② 教育学部では、学内研究グループの構築を進め、大学教員と附属学校教員からなる研究グルー

プが新たに組織された。これらの研究グループによる新たな科研費申請もなされた。

４）外部資金の獲得企画

① 研究企画推進会議の下に「競争的資金獲得専門委員会」を設置し、外部資金獲得戦略を策定し

た。この一つとして、科学研究費補助金の獲得促進のため、(1) 科学研究費補助金申請助言制度

の創設、(2)研究計画調書作成を重視した実践的な説明会、(3)科研費ホームページの充実を実施

した。結果として、科学研究費補助金の採択件数と獲得額の増の成果があった。

３ その他の目標

３．社会連携事業の推進

① 地域連携推進本部は、「茨城大学地域連携 21 世紀プラン」を第 2 期に対応させて改訂し、地域

連携第 2 期プランとして「地域とともに発展する大学」を策定した。効果的な地域連携活動を展

開するために、市町村自治体のニーズの聞き取り調査（44 市町村、43 商工会、7 商工会議所）

を実施した。茨城県北ジオパーク推進協議会を立ち上げ、本格的な活動を開始した。ジオツアー

（10 回）、インタープリター養成講座等を開催し、ホームページを立ち上げた。茨城産業会議と

の産学連携事業として、日立、水戸、阿見キャンパスでの研究室訪問交流会を開催した。日立キ
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ャンパスでは、2 件の講演と 6 件の研究室訪問を実施し、84 名が参加した。水戸キャンパスでは、2

件の講演と 3 件の研究室訪問を実施し、30 名が参加した。阿見キャンパスでは、2 件の講演と 8

件の研究室訪問を実施し、44 名が参加した。技術相談は、日立 1 件、水戸 4 件、阿見 2 件の申

込があった。学生による地域参画プロジェクトを募集し、10 件を採択、新たに顧問教員をおい

て活動の充実を図った。

② フロンティア応用原子科学研究センターでは、塑性加工に係る地域企業、公設試験研究機関、

常陽銀行と本学研究者との研究交流活動を実施した。茨城県の委託事業として、J-PARC に設置

する 2 台の中性子解析装置の利用促進を図り先導的な研究に取り組み、企業研究者の利用を支援

した。産学官連携イノベーション創成機構では、茨城大学のシーズ活用と地域ニーズ把握のため、

企業訪問、技術相談、イベント開催を実施した。茨城県委託事業「茨城県北臨海地域活性化推進

プロジェクト」として、「メカトロニクス中核人材育成講座」を実施（受講者 61 名）した。生涯

学習教育研究センターでは、公開講座、公開授業を開講した。地域総合研究所では、東海村の第 5

次総合計画策定、原子力安全フォーラム等に参加した。

③ 人文学部は、常陸大宮市との地域連携協定に基づき、常陸大宮市企画課と人文学部の共同授業

「市民によるまちづくりへの挑戦」（教養科目）の開講、市民大学講座「龍馬の時代」（春季 3 回、

秋季 3 回）の開催、農を介した都市農村交流事業のサポート（参加学生延べ 80 名）、ホームステ

イ事業への通訳ボランティアの支援（学生延べ 22 名）、里山保全事業への参加（卒業研究）、フ

ィールド研究発表会「アクションミーティング 2011」、地域連携事業内容を知らせる壁新聞「ひ

たち Oh ！宮」の作成等を実施した。

茨城県経営者協会と茨城大学文理・人文学部同窓会の協力を得て、授業科目「地域連携論－働

く意義・学ぶ意味」（Ⅰ、Ⅱ）の開講（受講者：Ⅰ 56 名、Ⅱ 74 名）、公開シンポジウム「働く意

義・学ぶ意味」の開催（参加者 200 名）、県内主要企業の人事担当者による公開模擬面接（面接

学生 28 名）、地域史シンポジウム「茨城から世界史研究・世界史教育を考える」の開催（県内外

から参加者 142 名）等を実施した。

④ 教育学部は、教員養成制度等の改革の動向に合わせ、新しい時代における地域教育関係機関と

の連携の基本方針を策定した。地域の教員及び教育関係者を主な対象とする公開シンポジウム「対

話の時代の表現教育－演劇によるコミュニケーション教育の可能性を探る」（講師：平田オリザ

大阪大学大学院教授（劇作家））を開催（参加者 190 名）した。

⑤ 理学部は、地域貢献の窓口を一本化し活動を促進するため、「理学部地域連携委員会」を発足

させた。高校生の科学体験教室・研究室体験（参加者 22 名）、高校生の科学研究発表会（参加者

約 170 名）、サイエンステクノロジーフェスタ（参加者 140 名）等を開催した。

⑥ 農学部は、「食育の活性化を通した農産物地産地消」の取組を実施した。小学校での「食育モ

デル授業」、地元自治体と共催したシンポジウム（120 名参加）を開催した。

⑦ 図書館では、企画展「茨城初の女性教師 黒澤止幾子」を開催、期間中 2,000 人の来場者があ

った。「映画「武士の家計簿」と「桜田門外ノ変」の古文書世界」の企画展には期間中 1,200 名

の来場者があった。宇宙科学教育研究センターでは、施設公開「公開天文台」を開催、2,000 人

の来場者があった。

４．国際交流の推進

① 国際交流事業実施実行委員会を設置し、部局間の連携を促進し、国際交流事業の展開を図った。

平成 22 年度から新たに国際交流事業推進経費を措置し、2 件の取組を選定、アジアの大学との
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教育研究の交流促進を図った。

② 受入プログラムを充実させ、米国のペンシルバニア州立大学から 5 名の学生を受入、同大学に 2

名の学生を派遣した。タイ国のトゥラキットバンディット大学との学生交流協定を締結し、平成

23 年度には 4 名の交換留学生を受け入れる。北京国際関係学院と学生交流協定を締結し、短期

研修学生を 13 名派遣した。台湾の静宜大学との学生交流協定を締結し、交換留学生の受入(2 名)

と派遣(3 名)の促進を図った。

③ 人文学部は、国際化対応ワーキング・グループを立ち上げ、国際化（カナダ・マギル大学での

語学研修の充実（参加学生 15 名）、英語による専門科目の開講（8 科目）、国際教養プログラム

の計画）を促進した。ペンシルバニア州立大学（PSU）との共同授業の計画（PSU 日本語専攻の

学生、本学学生対象の相互交流を伴う共同授業）を促進したが、原発問題により PSU からの留

学生派遣が延期された。理学部は、東南アジアの 3 大学学部・研究機関との生物多様性の教育研

究を促進する国際学術交流学部間協定の下に、インドネシア科学院生物学研究センターからの研

究員を理工学研究科博士後期課程に受入、ベトナム科学技術アカデミー生態学生物資源研究所か

らの研究員（2 名）受入、マレーシア国立大学理工学部の大学院研究指導に本学から教員を派遣

する等、教育研究交流を促進した。中国の西北農林科技大学動物科技学院との国際学術交流学部

間協定を締結し、学術交流の促進を図った。

５．附属学校における教育及び教育実習事業の推進

① 学部と附属学校との共同研究事業を促進するために、(1) 附属学校運営委員会事務局を設置し、

附属学校の運営機能の改善と学部・附属の連携強化を図り、(2) 教育学部教育研究連携推進委員

会を設置し、学部と附属学校との共同研究の組織化を図り、(3) 学部長経費を活用し、「学部と

附属学校との共同研究計画」を募集し、採択計画に支援を行い、(4) 学部と附属学校の教科別・

領域別交流会を開催した。学部と附属学校との共同研究は 76 件となり、昨年度（33 件）に比し

て格段に発展した。教育学部「イノベーション基本デザイン」ワーキング・グループは、今後の

教員養成カリキュラムにおける教育実習の在り方について検討した。教育学部と附属学校園との

組織的連携の下に、教育実習を実施した。

② 附属中学校は、「地域のモデル校」として、地域の教育界との連携協力の下に、地域の教員の

資質能力の向上、教育活動の推進に寄与するため、公開研究協議会を 4 回（平成 21 年度：2 回）

開催し、昨年度と同様に 600 名程度の参加者があった。附属小学校は、教育研究会と公開授業研

究会を開催し、公開授業研究会の参加者数は 648 名で、ここ数年増加する傾向にある。附属幼稚

園は、研究会を開催(2 回)し、茨城県内外から 230 名の保育士の参加があった。茨城県幼稚園担

当指導主事協議会からの公開保育・講義の開催協力要請を受入れ、実施した。附属特別支援学校

は、公開授業研究会(253 名)、公開講座(128 名)、公開セミナー(86 名)を実施し、地域から高ま

っているニーズ（自立活動、自閉症児の支援方法、職業教育）に応えた。

３．業務運営・財務内容等の状況

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

① 理事、副学長、学長補佐及び学長特別補佐の職務等に関する内規を制定し、理事等が統括する

組織の整理と、関係する組織間での業務の効率化が行われた。

② 教育と研究の全学的改革を推進する組織として、教育改革推進会議（議長：教育担当副学長（理

事））と研究企画推進会議（議長：学術担当副学長（理事））を立ち上げた。各組織の活動を有効

に促進するために、運用財源（教育改善経費、研究推進経費）を付けた。
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③ 学内のセンターの連携促進と管理運営の効率化を図るために、教育系の 8 センターと研究系の

11 センターを統括管理運営する組織として、教育振興局（局長：教育担当副学長（理事））と学

術振興局（局長：学術担当副学長（理事））を立ち上げた。

④ 全学横断的な事務業務を効率的に遂行するために、グループ制を導入し、広報グループと評価

・大学改革グループを設置した。事務局 4 部の旅費計算業務を一元的に行うため、契約課に集約

した。事務系職員の定型的業務及び季節的業務を軽減し、専門的能力を発揮できるようにするた

め、継続雇用制度を活用し、事務支援室を設置した。長年蓄積された専門知識と業務経験に基づ

いたシニアスタッフが活躍している。

⑤ 監事と連携した効率的かつ効果的な監査実施を行うために、監査室体制を強化（2 名から 3 名

に増員）し、業務全般を監査対象として監査区分を「業務監査」及び「会計監査」と明確に規定

した。監事から、全学委員会の整理、化学物質管理、大学情報管理、入学試験問題の管理等の多

くの課題について学長に提言がなされた。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

① 「総人件費改革」が掲げる平成 22 年度人件費削減目標を学長運用教員の継続により達成した。

② 研究企画推進会議の下に、競争的資金獲得専門委員会を設置した。平成 22 年度の科学研究費

の採択件数と採択額は前年度を上回った（平成 22 年度：185 件、4 億 6,043 万円、平成 21 年度

：152 件、4 億 4,960 万円）。

③ 「茨城大学グリーン化推進計画」を策定し、低炭素活動と省エネルギー対策として、省エネル

ギー計画の策定、空調の集中制御システムの導入（水戸地区）、省エネルギー診断（工学部：（財）

省エネルギーセンター）、エネルギー管理資格取得者増（既取得者 2 名に新規取得者 9 名が加わ

る）等を実施した。

④ 他機関との共同事務処理を進めるため、共同調達 3 品目（トイレットペーパー、PPC 用紙、

蛍光管）の調達契約について協議を行い、平成 23 年度に、茨城県内の 4 機関で共同調達するこ

ととなった。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

① 第 2 期中期目標・中期計画期間の実績評価の変更に対応し、自己点検評価、認証評価、外部評

価等の計画を策定し、第 2 期中期計画の達成に向けた評価の取組を開始した。

② 教員業務評価を実施し、評価結果を処遇に反映した。

③ 教育研究のセクター毎に第三者外部評価スケジュールを策定した。学術振興局の主なセンター

は、平成 22 年度に外部評価を受けた。

④ 平成 22 年度に設置された広報室は、(1) 学長定例記者会見の実施、(2) 大学ホームページの

リニューアル、(3) 大学行事（オープンキャンパス、大学祭）の情報発信（地元ラジオ放送によ

る中継）等を実施した。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標

① 災害、事件・事故等の危機管理に関する体制及び規程等を整備した。台風等の風水害における

危機管理対策を盛り込んだ「茨城大学リスクマネジメントシステム」と「地震、風水害（台風）、

火災、不審者対策危機管理個別マニュアル・ガイドライン」の改訂を行った。

② 全学的な化学物質管理制度を制定し、管理運用の体制を整備した。

③ 水戸キャンパスの歩行者と車の通行安全を確保するため、構内を歩行者専用ゾーン、車道・駐

車場、自転車道路・駐輪場の区分分け配置計画を策定した。
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工学部では、日立事業所安全衛生委員会において、建物内の安全パトロールによる改善指示、

安全教育訓練、健康診断、化学物質の管理、作業環境改善などがルーチン化した。新たに、受動

喫煙問題や安全体感教育プログラム等の実施を検討した。

農学部では、安全衛生推進計画の 5 つの実施項目を全て実施した。平成 22 年度は、新たに学

生リスクアセスメントのシート形式を見直し、学生の視点からの危険箇所の情報収集が得られた。

④ 機器分析センターでは、学内すべての事業所（3 事業所前期 266 単位、後期 262 単位作業場）

において作業環境測定と局所排気装置定期検査（3 事業所、合計 133 台）を、完全に自前で実施

した（国立大学法人で自社測定は 4 大学）。

⑤ 東北地方太平洋沖地震が発生した際には、3 月 11 日 14 時 46 分に「地震対策本部」を、学長、

副学長、事務局長、学部長、各事務部長、学長特別補佐を構成員として設置し、救護班、臨時 Web

サイト立ち上げによる情報班、応急耐震診断班、放射線被害対策班等の緊急体制を立ち上げ、学

生・教職員の安全確保と地域住民の避難受入を行った。

３．沿革

茨城大学は、昭和24年(1949年)5月31日国立大学設置法(昭和24年法律第150号)により、旧制の水

戸高等学校・茨城師範学校・茨城青年師範学校及び多賀工業専門学校を包括し、文理学部・教育学

部・工学部の3学部からなる新制大学として発足しました。

沿革の概要は次のとおりです。

昭和27年4月 茨城県立農科大学を国に移管し、本学農学部設置

昭和30年6月 五浦美術文化研究所設置 ※

昭和30年7月 工業短期大学部併設

昭和42年6月 文理学部を改組し、人文学部・理学部・教養部設置

昭和43年4月 大学院工学研究科（修士課程）設置

昭和44年1月 地域総合研究所設置 ※

昭和45年4月 大学院農学研究科（修士課程）設置

昭和48年4月 保健管理センター設置

昭和54年4月 大学院理学研究科（修士課程）設置

昭和60年4月 東京農工大学大学院連合農学研究科（博士課程）の構成大学となる

昭和60年7月 情報処理センター設置 ※

昭和63年4月 大学院教育学研究科（修士課程）設置

平成元年5月 共同研究開発センター設置

平成3年4月 大学院人文科学研究科（修士課程）設置

機器分析センター設置

平成4年4月 生涯学習教育研究センター設置

平成5年3月 工業短期大学部を廃止

平成5年4月 大学院工学研究科（博士課程）設置

平成7年4月 大学院工学研究科（博士課程）を大学院理工学研究科（博士課程）に名称変更

大学院理学研究科（修士課程）を廃止し、大学院理工学研究科（博士課程）に
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再編成

平成8年3月 教養部を廃止

平成8年4月 大学教育研究開発センター設置 ※

平成9年4月 広域水圏環境科学教育研究センター設置

平成10年4月 情報処理センターを廃止し、総合情報処理センター設置

平成11年4月 遺伝子実験施設設置

平成13年4月 留学生センター設置

平成14年4月 学生就職支援センター設置 ※

平成16年4月 国立大学法人茨城大学設立

平成17年7月 学術情報局設置

同局に図書館及びＩＴ基盤センター（旧総合情報処理センター）設置

平成18年4月 大学教育研究開発センターを大学教育センターに改組

平成18年5月 入学センター及び地球変動適応科学研究機関設置

平成18年10月 農学部附属農場を附属フィールドサイエンス教育研究センターに改組

平成20年4月 フロンティア応用原子科学研究センター設置

平成21年5月 共同研究開発センターとベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを産学官連携イノベ

ーション創成機構に改組

宇宙科学教育研究センター設置

平成22年4月 教育振興局、学術振興局設置

※印は、学内措置で設置した施設を示す。

４．設立根拠法

国立大学法人法（平成15年法律第112号）

５．主務大臣（主務省所管局課）

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）
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６．組織図
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７．所在地

茨城県水戸市：本部、人文学部、教育学部、理学部、教育学部附属幼稚園、小学校、中学校

茨城県日立市：工学部

茨城県稲敷郡阿見町：農学部

茨城県ひたちなか市：教育学部附属特別支援学校

８．資本金の状況

３８，８４３，４５４，６９３円（全額 政府出資）

９．学生の状況

総学生数 ９，７４９人

学士課程 ７，２２３人

修士課程 ９９８人

博士課程 １００人

特別支援教育特別専攻科 ２５人

附属幼稚園 １５２人

附属小学校 ７１５人

附属中学校 ４７６人

附属特別支援学校 ６０人

［連合農学研究科 ５２人］外数

注）当該年度の５月１日現在の在籍者。

１０．役員の状況

役 職 氏 名 任 期 経 歴

学 長 池田 幸雄 平成22年4月1日 平成14年 4月 教育研究評議会評議員
～平成23年3月31日 ～平成18年 3月

理事・副学長 白石 昌武 平成22年4月1日 平成16年 9月 工学部長
(教育担当) ～平成22年8月31日 ～平成20年 8月

理事・副学長 田代 尚弘 平成22年9月1日 平成16年 9月 教育学部長
(教育担当) ～平成23年3月31日 ～平成22年 8月

理事・副学長 松田 智明 平成22年4月1日 平成14年 4月 農学部長
(学術担当) ～平成22年8月31日 ～平成20年 3月

理事・副学長 神永 文人 平成22年9月1日 平成20年 9月 工学部長
(学術担当) ～平成23年3月31日 ～平成22年 8月
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理事・学長補佐 山本 惠一 平成22年4月1日 平成19年 1月 小樽商科大学事務局長
(総務・財務担当) ～平成23年3月31日 ～平成21年 3月 国からの役員出向者

理事・事業担当 宇野 佑一 平成22年4月1日 平成 4年 6月 前常陽銀行審議室審議役
(非常勤) ～平成22年8月31日 ～平成 7年 5月

理事・事業担当 影山 俊男 平成22年9月1日 平成19年10月前常陽産業研究所代表取締役社長
(非常勤) ～平成23年3月31日 ～平成22年 5月

監 事 矢口 一美 平成22年4月1日 平成17年 4月 前茨城県開発公社副理事長

～平成23年3月31日 ～平成20年 3月

監 事 横山 哲郎 平成22年4月1日 昭和55年 2月～ 横山哲郎会計事務所長

(非常勤) ～平成23年3月31日

１１．教職員の状況

教員 １，４４１人（うち常勤６０６人、非常勤８３５人）
職員 ４４２人（うち常勤２７６人、非常勤１６６人）
（常勤教職員の状況）

常勤教職員は前年度比で３人（０．３％）増加しており、平均年齢は４６．５歳（前年度４６．７
歳）となっております。このうち、国からの出向者は１人です。地方公共団体からの出向者、民
間からの出向者はおりません。

注１）当該年度の５月１日現在の現員。
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「Ⅲ 財務諸表の概要」

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います。）

１．貸借対照表（財務諸表へのリンクを記載）
（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/financial/index.html）

（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額

固定資産 固定負債
有形固定資産 資産見返負債 ７，０７０
土地 ２２，６３８ その他の固定負債 ３５
減損損失累計額 △ ２ 流動負債

建物 ２３，３０８ 運営費交付金債務 １４５
減価償却累計額等 △ ６，１９０ その他の流動負債 ２，０９６

構築物 １，６５７
減価償却累計額等 △ ６５３ 負債合計 ９，３４７

機械装置 ３０
減価償却累計額等 △２３ 純資産の部

工具器具備品 ４，２７２
減価償却累計額等 △ ２，６５６ 資本金

図書 ４，４３８ 政府出資金 ３８，８４３
美術品・収蔵品 ８７ 資本剰余金 ８４２
船舶 ４ 利益剰余金 ９６１
減価償却累計額等 △ ２

車両運搬具 ４９
減価償却累計額等 △ ３２

建設仮勘定 ５５３
その他の固定資産 ３５

純資産合計 ４０，６４７
流動資産

現金及び預金 ２，２８９
その他の流動資産 １８８

資産合計 ４９，９９５ 負債純資産合計 ４９，９９５
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２．損益計算書（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/financial/index.html）

金額

経常費用（A） １２，９９８

業務費
教育経費 １，２５０
研究経費 ８３０
教育研究支援経費 ３８４
受託研究費等 ４８０
受託事業費等 ９０
役員人件費 １８６
教員人件費 ６，６５６
職員人件費 ２，５４４

一般管理費 ５７２
財務費用 ０
雑損 ２

経常収益(B) １３，５５０

運営費交付金収益 ６，８８９
授業料収益 ４，２９６
入学金収益 ６５４
検定料収益 １７２
受託研究等収益 ４８０
受託事業等収益 ９０
寄附金収益 １２４
施設費収益 ４５
補助金等収益 ４６
財務収益 ０
雑益 ２８０
資産見返負債戻入 ４６８

臨時利益(C) ２

前中期目標期間繰越積立金取崩額(D) ０

当期総利益（当期総損失）（B-A+C+D） ５５４
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３．キャッシュ・フロー計算書（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/financial/index.html）

金額

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) △ １７２

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ ２，３３９
人件費支出 △ ９，９２１
その他の業務支出 △ ５５５
運営費交付金収入 ７，２５５
授業料収入 ４，０９４
入学金収入 ６３１
検定料収入 １７２
受託研究等収入 ４９６
受託事業等収入 ８９
寄附金収入 ８８
財産貸付料収入 ８９
補助金収入 ７３
その他の業務収入 ２０６
預り金の増加 ０
国庫納付金の支払額 △ ５５４

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ １，１０９

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △ ０

Ⅳ資金増加額（又は減少額）（D=A+B+C） △ １，２８２

Ⅴ資金期首残高(E) ３，５７１

Ⅵ資金期末残高（F=D+E） ２，２８９

４ ． 国 立 大 学 法 人 等 業 務 実 施 コ ス ト 計 算 書
（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/financial/index.html）

金額

Ⅰ業務費用 ６，９０３

損益計算書上の費用 １２，９９８
（控除）自己収入等 △６，０９５

（その他の国立大学法人等業務実施コスト）
Ⅱ損益外減価償却相当額 １，０８４
Ⅲ損益外減損損失相当額 ―
Ⅳ損益外利息費用相当額 ３
Ⅴ損益外除売却差額相当額 ―
Ⅵ引当外賞与増加見積額 ５
Ⅶ引当外退職給付増加見積額 △９４
Ⅷ機会費用 ５２８

Ⅸ国立大学法人等業務実施コスト ８，４３１
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５．財務情報

(1) 財務諸表の概況

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由）

ア．貸借対照表関係

（資産合計）

平成２２年度末現在の資産合計は前年度比１，７２０百万円（△３．３％）（以下、特

に断らない限り前年度比・合計）減の４９，９９５百万円となっている。

主な増加要因としては、固定資産項目から、教育研究環境整備などによる固定資産の取

得により建物（減価償却累計額を除く）が、２５７百万円（＋１．１％）増の２３，３０

８百万円、構築物（減価償却累計額を除く）が、２６百万円（＋１．６％）増の１，６５

７百万円、工具器具及び備品（減価償却累計額を除く）が、２９４百万円（＋７．４％）

増の４，２７２百万円となったこと、建設仮勘定が、震災の影響による工事契約の未成に

より４７７百万円（＋６２６．１％）増の５５３百万円となったことなどが挙げられる。

流動資産項目からは、未収学生納付金収入が、入学予定者の増加により１６百万円（＋５

０．５％）増の４８百万円となったことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、固定資産項目から、建物減価償却累計額が、９５６百万

円（＋１８．３％）増の６，１９０百万円、構築物減価償却累計額が、８９百万円（＋１

５．９％）増の６５３百万円、工具器具及び備品減価償却累計額が、４６３百万円（＋２

１．２％）増の２，６５６百万円となったことなどが挙げられる。流動資産項目からは、

外部資金等の受入減により現金及び預金が、１，２８２百万円（△３５．９％）減の２，

２８９百万円となったことが挙げられる。

（負債合計）

平成２２年度末現在の負債合計は６４７百万円（△６．５％）減の９，３４７百万円と

なっている。

主な増加要因としては、固定負債項目から、建設仮勘定見返施設費が、震災の影響によ

る工事契約の未成により５２８百万円が新たに生じたこと、資産見返運営費交付金等が、

固定資産の取得増により１５８百万円（＋１２．４％）増の１，４３０百万円となったこ

となどが挙げられる。流動負債項目からは、運営費交付金債務が、震災の影響による各事

業の次期への繰り越しにより１４５百万円が新たに生じたことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、固定負債項目から、資産見返補助金等が固定資産の取得

減により８６百万円（△１４．８％）減の４９４百万円となったこと、建設仮勘定見返運

営費交付金が、期中に工事契約が竣工したことにより６６百万円（△８７．４％）減の９

百万円となったことなどが挙げられる。流動負債項目からは、未払金が、平成２１年度は

期末の工事竣工が例年より多かったため、平成２２年度期末は東日本大震災の影響により

例年より計上額が少なかったことなどにより１，３２０百万円（△４８．５％）減の１，

４０１百万円となったことが挙げられる。
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（純資産合計）

平成２２年度末現在の純資産合計は１，０７３百万円（△２．６％）減の４０，６４７

百万円となっている。

主な増加要因としては、前中期目標期間繰越積立金が４０７百万円が新たに生じたこと、

資本剰余金が前中期目標期間繰越積立金より取得した固定資産の増加等により、８６百万

円（＋１．０％）増の８，３９２百万円となったことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、損益外減価償却累計額が、特定償却資産の減価償却費の

増加により１，０８０百万円（＋１６．７％）増の７，５４４百万円となったこと、積立

金が、第一期中期計画期間終了に伴い前中期目標期間繰越積立金に振り替えたことにより

４０３百万円（△１００．０％）減の０円となったこと、当期未処分利益が、７９百万円

（△１２．６％）減の５５４百万円となったことなどが挙げられる。

イ．損益計算書関係

（経常費用）

平成２２年度の経常費用は１，２５８百万円（△８．８％）減の１２，９９８百万円と

なっている。

主な増加要因としては、役員人件費が、役員が退職したことに伴い１１０百万円（＋１

４３．８％）増の１８６百万円となったことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、教員人件費及び職員人件費が、人件費抑制のための教職

員不補充や退職者の減少によりそれぞれ５５２百万円（△７．７％）減の６，６５６百万

円、１９０百万円（△７．０％）減の２，５４４百万円となったこと、教育経費及び研究

経費が、補助金等の受入減や目的積立金及び施設整備費財源での費用執行額の減少等によ

りそれぞれ４３１百万円（△２５．６％）減の１，２５０百万円、７３百万円（△８．１

％）減の８３０百万円となったこと、受託研究費等が、受入減に伴う費用執行の減少によ

り１０５百万円（△１８．０％）減の４８０百万円となったことなどが挙げられる。

（経常収益）

平成２２年度の経常収益は５２９百万円（△３．８％）減の１３，５５０百万円となっ

ている。

主な増加要因としては、授業料収益が、固定資産の取得減に伴う収益化額の減少等によ

り１７５百万円（＋４．３％）増の４，２９６百万円となったこと、資産見返物品受贈額

戻入が、図書を除却したことにより４４百万円（＋４４６．５％）増の５３百万円となっ

たこと、資産見返運営費交付金等戻入が、前年度に大学運営資金財源で購入した固定資産

の減価償却費の増加により３２百万円（＋２０．６％）増の１９２百万円となったことな

どが挙げられる。

また、主な減少要因としては、運営費交付金収益が、震災の影響による各事業の次期へ

の繰り越し等により２８８百万円（△４．０％）減の６，８８９百万円となったこと、施

設費収益及び補助金等収益が、採択事業の減少に伴う費用執行の減少によりそれぞれ１６
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１百万円（△７８．０％）減の４５百万円、３３５百万円（△８７．９％）減の４６百万

円となったことなどが挙げられる。

（当期総利益）

上記経常損益の状況及び賞与引当金戻入益として１百万円などを計上した結果、平成２

２年度の当期総利益は７９百万円（△１２．６％）減の５５４百万円となっている。

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成２２年度の業務活動によるキャッシュ・フローは１，３５８百万円減の△１７２百

万円（前年度１，１８５百万円）となっている。

主な増加要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が、補助金等の受

入減や目的積立金及び施設整備費財源での費用執行額の減少等により４６１百万円減の△

２，３３９百万円（前年度△２，８００百万円）となったこと、人件費支出が、期末時点

での未払金が減少したことにより１１４百万円減の△９，９２１百万円（前年度△１０，

０３６百万円）となったこと、その他の業務収入が、２３百万円増の２０６百万円（前年

度１８２百万円）となったことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、補助金収入が、採択事業の減少により８７８百万円減の

７３百万円（前年度９５２百万円）となったこと、国庫納付金の支払額が、第一期中期目

標期間積立金を国庫納付したことにより５５４百万円が新たに生じたこと、運営費交付金

収入が、効率化係数による減少等により４１２百万円減の７，２５５百万円（前年度７，

６６８百万円）となったこと、受託研究等収入が、受入額の減少等により７７百万円減の

４９６百万円（前年度５７３百万円）となったことなどが挙げられる。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成２２年度の投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は１２１百万円増の△

１，１０９百万円（前年度△９８７百万円）となっている。

主な増加要因としては、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が、９６７百

万円減の△１，６９６百万円（前年度△２，６６３百万円）となったことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、施設費による収入が、８８７百万円減の５８６百万円（前

年度１，４７３百万円）となったこと、有価証券の売却による収入が生じなかったこと（前

年度２００百万円）などが挙げられる。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

金額が僅少（取引額が百万円未満）なため記載を省略する。

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

（国立大学法人等業務実施コスト）

平成２２年度の国立大学法人等業務実施コストは１，０６５百万円（△１１．２％）減
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の８，４３１百万円となっている。

主な増加要因としては、引当外退職給付増加見積額が、次期以降の退職予定者の増加に

より３３０百万円（△７７．８％）減の△９４百万円となったこと、受託研究等収益が、

受入額の減少等により１０６百万円（△１８．１％）減の△４８０百万円となったことな

どが挙げられる。

また、主な減少要因としては、業務費が、補助金等の受入減や目的積立金及び施設整備

費財源での費用執行額の減少等により１，２３６百万円（△９．１％）減の１２，４２３

百万円となったこと、授業料収益が、固定資産の取得減に伴う収益化額の減少等により１

７５百万円（＋４．３％）増の△４，２９６百万円となったこと、損益外固定資産除却相

当額が、特定償却資産における除却の会計処理が減少したことにより１０８百万円（△９

９．９％）減の０．０５百万円となったことなどが挙げられる。

(表) 主要財務データの経年表 （単位：百万円）

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

資産合計 48,806 51,261 49,758 51,716 49,995
負債合計 8,704 10,061 8,579 9,995 9,347
純資産合計 40,102 41,200 41,179 41,721 40,647
経常費用 13,314 13,644 13,829 14,257 12,998
経常収益 13,858 13,889 13,946 14,080 13,550
当期総損益 543 401 185 634 554
業務活動によるキャッシュ・フロー 742 423 △ 143 1,185 △ 172
投資活動によるキャッシュ・フロー 343 754 △ 1,660 △ 987 △ 1,109
財務活動によるキャッシュ・フロー ― ― ― ― △ 0
資金期末残高 3,998 5,176 3,373 3,571 2,289
国立大学法人等業務実施コスト 9,112 8,692 9,649 9,496 8,431
（内訳）

業務費用 7,221 7,526 7,789 8,239 6,903
うち損益計算書上の費用 13,314 13,644 13,828 14,257 12,998
うち自己収入 △ 6,093 △ 6,117 △ 6,039 △ 6,018 △ 6,095

損益外減価償却相当額 1,192 1,339 1,140 1,120 1,084
損益外減損損失相当額 2 ― ― ― ―

損益外利息費用相当額 ― ― ― ― 3
損益外除売却差額相当額 ― ― ― ― ―

引当外賞与増加見積額 ― △ 33 △ 63 △ 29 5
引当外退職給付増加見積額 8 △ 679 209 △ 424 △ 94
機会費用 688 539 574 589 528
（控除）国庫納付額 ― ― ― ― ―

（注１）「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（国立大学法人会計基準等検討会議 平成23

年1月14日改訂）の改訂に伴い、当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」を適用している。

（注２）資産合計、負債合計が平成21年度において他年度と比し多額である要因は、平成21年度期末に目的積立金

財源における工事竣工などによる未払金計上額が多額であったためなどである。

（注３）経常費用及び業務費用が平成21年度において他年度と比し多額である要因は、外部資金や目的積立金財源

による予算額が例年に比し多いことにより費用が増加したためなどである。

（注４）業務活動によるキャッシュ・フローが各年度において増減のある主な要因は、目的積立金財源による執行

額の増減などによるものである。
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（注５）投資活動によるキャッシュ・フローが各年度において増減のある要因は、外部資金や目的積立金財源など

による固定資産の取得の増減によるもののほか、有価証券について平成20年度に取得、平成21年度に償還さ

れていることなどである。

（注６）引当外退職給付増加見積額が各年度において増減のある要因は、各年度における退職給付金支給額の増減

が影響するためである。

② セグメントの経年比較・分析（内容・増減事由）

セグメント情報については、平成 20 年度より開示しており、本学の業務に応じて「学部・

研究科等」・「附属施設」・「附属学校」に区分し、各セグメントに配賦しなかったものは「法

人共通」に計上している。

ア．業務損益

業務損益は、前年度比７２９百万円増の５５２百万円（前年度△１７７百万円）となってい

る。主な要因として、固定資産の取得減による学部計上の授業料収益化額の増加が挙げられる。

(表) 業務損益の経年表 （単位：百万円）

区 分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

学部・研究科等 － － 3,654 3,681 3,715

附属施設 － － △ 453 △ 488 △ 482

附属学校 － － △ 84 △ 67 △ 80

法人共通 － － △ 3,000 △ 3,303 △ 2,600

合 計 543 244 117 △ 177 552

（注１）平成22年度において法人共通が対前年度比で減少している要因は、職員人件費の抑制などによるもので

ある。

イ．帰属資産

帰属資産は、前年度比１，７２０百万円（△３．３％）減の４９，９９５百万円となってい

る。主な要因として、前年度多額に計上した固定資産の減価償却に伴い、減価償却累計額が増

加したことが挙げられる。

(表) 帰属資産の経年表 （単位：百万円）

区 分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

学部・研究科等 － － 23,391 24,419 23,569

附属施設 － － 6,487 6,897 6,876

附属学校 － － 5,295 5,235 5,177

法人共通 － － 14,584 15,164 14,371

合 計 48,806 51,261 49,758 51,716 49,995

③ 目的積立金等の申請状況及び使用内訳等
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当期総利益５５４百万円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究の質

の向上に充てるため、５５４百万円を目的積立金として繰越できるよう申請している。

また、平成22年度においては、前中期目標期間繰越積立金より農学部国際交流会館新営

事業として、７６百万円を使用した。

(2) 施設等に係る投資等の状況（重要なもの）

① 当事業年度中に完成した主要施設等

該当なし。

② 当事業年度中において継続中の主要施設等の新設・拡充

（中成沢）校舎（E1 棟 外） 当事業年度増加額５３２百万円

総投資見込額 ６３２百万円

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

該当なし。

④ 当事業年度において担保に供した施設等

該当なし。

(3) 予算・決算の概況

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示しているも

のである。

（単位：百万円）

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

収入

運営費交付金収入 7,666 7,666 7,449 7,449 7,608 7,280 7,676 7,668 7,255 7,255

補助金等収入 ― 26 6 43 32 68 39 967 35 86 補助金獲得に努めたための増

学生納付金収入 5,031 4,923 4,966 4,945 4,866 4,889 4,814 4,899 4,749 4,914

その他収入 1,182 1,527 3,092 3,457 2,443 2,407 2,998 3,544 1,699 1,606

支出

教育研究経費 9,604 8,811 9,520 9,019 9,689 9,199 10,206 10,270 9,223 8,526 経費節減等に努めたための減

一般管理費 3,201 3,359 3,272 3,496 3,288 3,434 3,329 3,368 3,030 3,304

その他支出 1,074 1,339 2,721 3,115 1,972 2,079 1,992 3,229 1,487 1,346

収入－支出 0 633 0 264 0 △ 68 0 211 0 686 －
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「Ⅳ 事業の実施状況」

１．財源構造の概略等

当法人の経常収益は 13,550 百万円で、内訳として運営費交付金収益 6,889 百万円（50.84 ％（対経

常収益比、以下同じ。））、授業料収益 4,296 百万円（31.71 ％）、入学金収益 654 百万円（4.83 ％）、

受託研究等収益 480 百万円（3.54 ％）、検定料収益 172 百万円（1.27 ％）となっている。

２．財務データ等と関連付けた事業説明

(1) 学部・研究科等セグメント

学部・研究科等セグメントは、人文学部、教育学部、理学部、工学部、農学部、人文科学研究科、

教育学研究科、理工学研究科、農学研究科、連合農学研究科、特別支援教育特別専攻科で構成して

いる。教育においては、本学のもつ総合力を活かした多様な教育を展開し、幅広い教養と国際感覚

を身につけた人材を育成し、研究においては、新しい学術分野や産業創出に繋がる組織的研究の育

成に努め、独創的な研究を組織化している。これら教育と研究における専門性と総合性の調和を図

りつつ、世界的視野と先見的視点に立脚し、人材育成と学術研究を通じて社会の持続的な発展に貢

献することを理念に、平成 22 年度においては、年度計画に定めた「大学の教育研究等の質の向上」

を目指し各種事業を実施した。

※「平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」参照

（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/business/index.html)

学部・研究科等セグメントにおける事業の実施財源は、学生納付金収益 5,109 百万円（47.57%（対

当該セグメントにおける経常収益比、以下同じ。）)、運営費交付金収益 4,865 百万円（45.30 ％）、

受託研究等収益 276 百万円(2.57%）、その他 488 百万円(4.55%）となっている。また、事業に要し

た経費は、人件費 4,975 百万円(70.84%（対当該セグメントにおける経常費用比、以下同じ。）)、教

育経費 823 百万円（11.72%）、研究経費 634 百万円(9.03%)、受託研究費等 275 百万円(3.93%)、そ

の他 314 百万円(4.48%）となっている。

(2) 附属施設セグメント

附属施設セグメントは、学術情報局（図書館、IT 基盤センター）、学内共同教育研究施設（産学

官連携イノベーション創成機構、機器分析センター、生涯学習教育研究センター、広域水圏環境科

学教育研究センター、遺伝子実験施設、留学生センター、地域総合研究所、地球変動適応科学研究

機関、フロンティア応用科学研究センター、宇宙科学教育研究センター）、学内共同利用施設（学生

就職支援センター、五浦美術文化研究所）、その他附属施設（大学教育センター、入学センター、保

健管理センター）で構成され、学術情報の管理及び積極的なサービス、教養教育の充実、地域社会

における技術開発及び技術教育の振興、関連技術の研究・開発等による教育研究の進展、地域社会

への啓発、研究成果の社会への還元、研究教育拠点の形成などをそれぞれの目的をもち、平成 22 年

度においては、年度計画に定めた「大学の教育研究等の質の向上」を目指し各種事業を実施した。

※「平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」参照

（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/business/index.html)

附属施設セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益 347 百万円(46.30%）、受託研

究等収益 196 百万円(26.15%）、資産見返負債戻入 134 百万円(17.92%)、その他 72 百万円(9.63%)と

なっている。また、事業に要した経費は、教育研究支援経費 363 百万円(29.47%）、人件費 305 百万
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円(24.74%)、受託研究費等 195 百万円(15.85%)、研究経費 193 百万円（15.65%）、その他 176 百万

円(14.29%)となっている。

(3) 附属学校セグメント

附属学校セグメントは、附属小学校、附属中学校、特別支援学校、附属幼稚園で構成されており、

主に教育実践を目的に活動している。平成 22 年度の年度計画により、様々なテーマについて学部と

の共同研究を推進、新しい教育内容や指導法のあり方、課題を解決するための先導的な役割を果た

し、地域の教育力向上のための研究機会の提供、様々なニーズをもつ子供の教育内容・方法を追求

するなど、各種事業を実施した。

※「平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」参照

（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/business/index.html)

附属学校セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益 604 百万円（92.88 ％）、施設

費収益 19 百万円(3.05%)、学生納付金収益 15 百万円(2.33 ％)、その他 11 百万円(1.75%)となって

いる。また、事業に要した経費は、人件費 621 百万円(85.03%）、教育経費 109 百万円(14.95%)とな

っている。

(4)法人共通セグメント

法人共通セグメントは、役員、監事、評価室、地域連携推進本部、危機管理室、監査室、事務局、

学長秘書室、各学部事務部で構成されており、業務運営の改善、効率化などの法人全体の管理運営

を目的としている。

※「平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」参照

（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/business/index.html)

法人共通セグメントにおける事業の財源は、運営費交付金収益 1,071 百万円(76.03%)、資産見返

負債戻入 50 百万円(3.55%)、その他 287 百万円(20.42 ％)となっている。事業に要した経費は、人

件費 3,484 百万円(86.90%）、一般管理費 315 百万円(7.88%)、教育経費 179 百万円(4.48 ％）、その他 29

百万円(0.74%)となっている。

３．課題と対処方針等

当法人では、運営費交付金の縮減に対応するため、経費の節減に努めるとともに、寄附金・受託

研究等などの外部資金の獲得を図った。

経費の抑制については、管理的経費の節減・合理化を図るため、複数年契約等を実施した。また、

茨城大学外部委託に関する基本方針に基づき、引き続き事務等の業務の効率化と費用対効果を勘案

した外部委託を推進した。歳入歳出と決算を分析し、学内資源配分の改善を行い、経費の効率的な

運用をした。総人件費改革の実行計画を踏まえた人件費の削減を図るなどを行った結果、前年度比

で一般管理費が 3.8 ％の減少、人件費においては、2.7 ％(退職手当は除く）の減少などの効果を得

た。今後も人件費及び物件費の縮減に向けての取り組みをいっそう強化するなど、新たな財務改善

方策を実現していくことが必要である。

外部資金の獲得については、競争的資金獲得の増加のため、申請件数の増加を図り、共同研究開

発センターの教員、産学連携コーディネーター、知的財産コーディネーター及び研究支援室などの

協力を得て、受託研究・共同研究等の円滑な受入に努めたが、前年度に比して、受託研究等受入額

が 104 百万円減少した。なお、科研費間接経費の受入増が 16 百万円となる獲得増の効果を上げてい
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る。本学財政は依然として厳しい状況にあるため、今後もさらなる外部資金の獲得増を目指してい

く必要がある。

施設・設備の整備については、施設整備費補助金財源による耐震対策事業により工学部Ｅ１棟改

修、営繕事業により附属幼稚園グリーンコート改修、共通教育棟１号館便所改修をそれぞれ行い、

安全安心な施設整備を推進した。また、運営費交付金特別経費により極微少領域・極微細構造分析

システム、希少遺伝子資源貯蔵庫など、更なる教育研究の質の向上を図るため導入した。学内予算

で措置した大学運営資金財源による水戸地区講堂空調設備改修、大学運営資金および前中期計画期

間積立金財源による農学部国際交流会館新営体育館新営など、教育環境整備、建物改修、研究設備

などの整備を積極的に実施した。今後も効果的に資金を活用し、計画的な整備を実施したい。
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Ⅴ その他事業に関する事項

１．予算、収支計画及び資金計画

(1)．予算

決算報告書参照

（http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/financial/index.html）

(2)．収支計画

年 度 計 画 及 び 財 務 諸 表 （ 損 益 計 算 書 ） 参 照

(http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/financial/index.html)

(3)．資金計画

年 度 計 画 及 び 財 務 諸 表 （ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 ） 参 照

(http://www.ibaraki.ac.jp/generalinfo/disclosure/corporate/financial/index.html)

２．短期借入れの概要

該当なし

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細
（単位：百万円）

当期振替額

交付金当

交付年度 期首残高 期交付金 運営費交 資産見返運 建設仮勘定 特許権仮勘 期末残高

付金収益 営費交付金 見返運営費 定見返運営 小計
交付金 費交付金

平成22年度 ― 7,255 6,887 204 9 8 7,109 145

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成２２年度交付分
（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

業務達成基 運営費交付 171 ①業務達成基準を採用した事業等：「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ分（茨城大学

準による振 金収益 大学院修士課程共通ｶﾘｷｭﾗﾑの導入）」、「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ分（4大学

替額 院連携先進創生情報学教育研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）」、「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ分（霞

資産見返運 90 ヶ浦流域環境再生のための総合的な地域生態系機能改善の



- 28 -

営費交付金 研究）」、「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ分（気候変動対応型社会のための適応ｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝ研究）」「基盤的設備等整備分（極微小領域・極微細

構造分析ｼｽﾃﾑ）」、「基盤的設備等整備分（希少遺伝子資源貯

蔵庫）」、一般施設借料、移転費、建物新営設備費

②当該業務に関する損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：171,167千円

(人件費：36,119千円、役務費：7,221千円、消耗品費：2

2,497千円、備品費等：13,590千円、旅費交通費：10,916千

円、図書費：94千円、謝金：746千円、賃借料：1,536千円、

その他の経費：78,448千円)

ｲ)固定資産の取得額：建物：7,928千円、工具及び器具：

81,722千円、図書：534千円

③運営費交付金収益化額の積算根拠

茨城大学大学院修士課程共通ｶﾘｷｭﾗﾑの導入については、

事業年度1年目となる事業であるが、当初に計画した目的に

沿った事業を実施していることが認められるので、全額収

益化。

4大学院連携先進創生情報学教育研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては、

事業年度1年目となる事業であるが、当初に計画した目的に

沿った事業を実施していることが認められるので、全額収

益化。

霞ヶ浦流域環境再生のための総合的な地域生態系機能改

善の研究については、事業年度3年目となる事業であるが、

当初に計画した目的に沿った事業を実施していることが認

められるので、全額収益化。

気候変動対応型社会のための適応ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究について

は、事業年度1年目となる事業であるが、当初に計画した目

的に沿った事業を実施していることが認められるので、全

計 261 額収益化。

極微小領域・極微細構造解析ｼｽﾃﾑについては、当初に計

画した目的に沿った事業を実施していることが認められる

ので、全額収益化。

希少遺伝子資源貯蔵庫については、当初に計画した目的

に沿った事業を実施していることが認められるので、全額

収益化。

一般施設借料、移転費、建物新営設備費については、当

初に計画した目的に沿った事業を実施していることが認め

られるので、全額収益化。

期間進行基 運営費交付 5,841 ①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用

準による振 金収益 進行基準を採用した業務以外の全ての業務

替額 ②当該業務に関する損益等

資産見返運 113 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：5,841,163千円

営費交付金 (人件費5,821,992千円)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：－

建設仮勘定 9 ｳ)固定資産の取得額：建物1,166千円、建物附帯設備52,0

資産見返運 66千円、構築物16,224千円、器具及び備品24,496千円、図

営費交付金 書19,923千円

③運営費交付金の振替額の積算根拠

特許権仮勘 8 博士課程を除き学生収容定員が一定数（充足率90％）を

定見返運営 満たしていたが、博士課程のみ一定数を満たしていない充

費交付金 足率87.7％であったため、この返納予定分2,352千円を除き、

収益化。

計 5,972

費用進行基 運営費交付 875 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当

準による振 金収益 ②当該業務に係る損益等

替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：875,222千円

(人件費：875,222千円)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：－
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③運営費交付金の振替額の積算根拠

費用進行に伴い支出した運営費交付金債務875,222千円を

収益化。

計 875

合計 7,109

（３）運営費交付金債務残高の明細

（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

２２年度 期間進行基準 145 収容定員充足率不足による返納予定分

を採用した業 ・収容定員充足率不足による返納予定分：2,352千円

務に係る分 東日本大震災に伴う翌事業年度使用見込分

・発注済契約のうち、東日本大震災に伴う業者都合により、

納入・竣工等が翌年度に遅延している。翌事業年度におい

て収益化予定：143,554千円

計 145

合計 145
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（別紙）

■財務諸表の科目

１．貸借対照表

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用する有形の固

定資産。

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画に比して著

しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産の価額を回収可能サー

ビス価額まで減少させる会計処理）により資産の価額を減少させた累計額。

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。

その他の固定資産：無形固定資産（特許権等）、投資その他の資産（投資有価証券等）が該

当。

現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預金及び一年以

内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。

その他の流動資産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、たな卸資産

等が該当。

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借対照表計上

額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された資産見返負債について

は、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返負債から資産見返戻入（収益科目）

に振り替える。

センター債務負担金：旧国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営センターが

承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人等が債務を負担することとされた相当額。

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、PFI債務、

長期リース債務等が該当。

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの。退職

給付引当金等が該当。

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。

政府出資金：国からの出資相当額。

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当額。

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。

２．損益計算書

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。

診療経費：国立大学附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要した経費。

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法人全体の

教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学生及び教員の双方が
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利用するものの運営に要する経費

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。

財務費用：支払利息等。

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利益）のうち、

特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことであるが、それから取り崩しを行

った額。

３．キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費

支出及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に係る資金の収支状況を

表す。

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出

等の将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の収支状況を表す。

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償還及

び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金の収支状況を表す。

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の税財源によ

り負担すべきコスト。

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の費用から学

生納付金等の自己収入を控除した相当額。

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定さ

れない資産の減価償却費相当額。

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわら

ず生じた減損損失相当額。

損益外利息費用相当額： 講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定されな

い資産に係る資産除去債務についての時の経過による調整額。

損益外除売却差額相当額： 講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定され

ない資産を売却や除去した場合における帳簿価額との差額相当額。

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められる場合の賞

与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当事業年度における引当

外賞与引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかと認めら
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れる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上（当事業年度における

引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記）。

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合の本

来負担すべき金額等。


